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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響
が
長
期
化
す

る
中
で
、
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
し
、
生
活
の
支
援
を

行
う
た
め
、
国
の
制
度
と
し
て
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別

給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
支
給
要
件
に
該
当
す
る
場
合
、

児
童
１
人
あ
た
り
５
万
円
が
給
付
さ
れ
ま
す
。

　

給
付
金
の
対
象
者
は
「
ひ
と
り
親
世
帯
分
」
と
「
ひ
と
り

親
世
帯
以
外
分
」
で
は
異
な
り
、
申
請
が
不
要
な
場
合
と
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ご
自
身
が
対
象
に
な
る
か
ど
う
か
な
ど
、
不
明
な
点
が
あ

り
ま
し
た
ら
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

申
請
期
限
は
、
令
和
４
年
２
月
２８
日
（
月
）
ま
で
で
す
。

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

の
ご
案
内

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

の
ご
案
内

※

ひ
と
り
親
世
帯
分
の
給
付
金
と
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
の
給
付
金
を
両
方
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ひ
と
り
親
世
帯
分

　
　
（
児
童
１
人
あ
た
り
５
万
円
）

ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分

　
　
（
児
童
１
人
あ
た
り
５
万
円
）

 

◆
支
給
要
件（
対
象
者
）

　

次
の
①
・
②
の
両
方
に
当
て
は
ま
る
方

　
（※

ひ
と
り
親
世
帯
分
の
給
付
金
を
受

　
　

  

け
取
っ
た
方
を
除
く
）

　

①
令
和
３
年
３
月
３１
日
時
点
で
１８
歳 

　
　

未
満
の
児
童（
障
が
い
児
の
場
合
、

　
　

２
０
歳
未
満
）を
養
育
す
る
父
母
等

　
　
（
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
４

　
　

年
２
月
２８
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
新

　
　

生
児
も
対
象
に
な
り
ま
す
）

　

②『
令
和
３
年
度
住
民
税（
均
等
割
）が

　
　

非
課
税
の
方
』ま
た
は『
新
型
コ
ロ

◆
支
給
対
象
者
　

　

次
の
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す 

　

る
方　
　
　
　

　

①
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当   

　
　

の
支
給
を
受
け
て
い
る
方
は
、既
に
北

　
　

海
道
よ
り
支
給
済
み
で
す
。

　

②
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
お
り
、令

　
　

和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
が

　
　

全
額
停
止
さ
れ
て
い
る
方（
申
請
必
要
）

　

③
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手

　
　

当
は
受
給
し
て
い
な
い
が
、
新
型

　
　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

　
　

に
よ
り
、
収
入
が
児
童
扶
養
手
当

　
　

を
受
給
し
て
い
る
方
と
同
じ
水
準

　
　

に
な
っ
て
い
る
方（
申
請
必
要
）

 

◆
申
請
は
必
要
で
す
か
？

　

支
給
対
象
者
の
②
・
③
に
該
当
す
る
方

　

は
申
請
が
必
要
で
す
。

　

申
請
期
限
：
令
和
４
年
２
月
２８
日（
月
）

　

申 

請 

先
：
保
健
福
祉
課
福
祉
係

 

◆
支
給
日

　

申
請
受
付
後
、北
海
道
よ
り
順
次
支
給

※

必
要
と
な
る
手
続
き
等
の
詳
細
に
つ

　

い
て
は
、本
町
の
ひ
と
り
親
家
庭
等
医

　

療
費
受
給
者
証
の
交
付
者
の
方（
上
記

　

支
給
対
象
者
①
に
該
当
す
る
方
を
除

　

く
）へ
個
別
に
ご
案
内
し
て
お
り
ま
す

　

が
、支
給
要
件
に
該
当
す
る
か
な
ど
、

　

ご
不
明
な
点
な
ど
に
つ
い
て
は
、お
気

　

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※

制
度
の
内
容
や
申
請
に
必
要
な
書
類

　

等
に
つ
い
て
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

　

も
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、ご
覧
く

　

だ
さ
い
。

　
　

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

　
　

り
、令
和
３
年
１
月
１
日
以
降
の
収

　
　

入
が
急
変
し（※

１
）、住
民
税（
均

　
　

等
割
）非
課
税
相
当
の
収
入
と
な
っ

　
　

た
方
』

　
（※

１
）「
収
入
が
急
変
し
」は
、収
入
の

　
　

減
少
額
の
基
準
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

↓
収
入
額
の
申
立
書
で
計
算
し
た

　
　

結
果
が
、住
民
税（
均
等
割
）非
課
税

　
　

相
当
額
の
範
囲
内
に
な
る
場
合
に

　
　

支
給
と
な
り
ま
す
。

中学校卒業後のお子さん（平成15年4月2日（障がい児の場合、平成13年4月2日）～平成18年4月1日に生まれ
た児童）を養育していますか？
（中学校を卒業していないお子さん（平成18年4月2日以降に生まれた児童）のみを養育している場合は「いいえ」
へお進みください。）

役場保健福祉課福祉係　　　　　　　　　　　 ☎  （６２）４４７３お問い合わせ先

非課税相当収入限度額の目安 〈早見表〉

◆
申
請
は
必
要
で
す
か
？

　

Ⅰ
．
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
手
当
（
特

　
　

 

例
給
付
含
む
）
ま
た
は
特
別
児
童
扶

　
　

 

養
手
当
の
受
給
者
で
住
民
税
（
均
等

　
　

 

割
）
非
課
税
の
方

　

▶
給
付
金
は
、
申
請
不
要
で
受
け
取
れ  

　
　

ま
す
。

　

▶
対
象
見
込
み
の
方
に
は
、
個
別
に
案

　
　

内
文
書
を
送
付
い
た
し
ま
す
。（
7
月

　
　

中
旬
予
定
）

　

▶
公
務
員
の
方
は
、
特
別
児
童
扶
養
手

　
　

当
の
受
給
者
で
非
課
税
の
場
合
の
み

　
　

申
請
不
要
で
す
。

　

Ⅱ
．Ⅰ
以
外
の
方
（
例
：
高
校
生
等
の
み

　
　

養
育
し
て
い
る
方
（※

２
）、
収
入
が

　
　

急
変
し
た
方
）

　

▶
給
付
金
を
受
け
取
る
に
は
、
申
請
が

　
　

必
要
で
す
。　
　
　

　

▶
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
手
当
ま
た

　
　

は
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

　
　

い
な
い
場
合
の
申
請
者
は
、
主
た
る

　
　

生
計
維
持
者
（
養
育
者
双
方
の
所
得

　
　

の
高
い
方
）
と
な
り
ま
す
。

　

▶
公
務
員
の
方
は
、
非
課
税
で
児
童
手

　
　

当
を
受
給
し
て
い
る
場
合
、
申
請
書

　
　

に
児
童
手
当
の
受
給
者
で
あ
る
と
所

　
　

属
長
か
ら
証
明
を
受
け
る
必
要
が
あ

　
　

り
ま
す
。

（※

２
）「
高
校
生
等
の
み
養
育
し
て
い
る

　

方
」
と
は
、令
和
3
年
3
月
31
日
時
点
で
、

　

平
成
15
年
4
月
2
日
（
障
が
い
児
の
場

　

合
、
平
成
13
年
4
月
2
日
）
か
ら
平
成

　

18
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
児
童

　

を
養
育
し
て
い
る
方

◆
申
請
手
続
き

　

上
記
支
給
対
象
者
の
「
Ⅱ
」
に
該
当

　

す
る
方
は
申
請
が
必
要
で
す
。

　

申
請
期
限
：
令
和
４
年
２
月
２８
日（
月
）

　

申 

請 

先
：
保
健
福
祉
課
福
祉
係

　

必
要
書
類
：
申
請
書
等
の
必
要
書
類

　

は
窓
口
に
用
意
し
て
お
り
ま
す
（
町

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
）。

　

収
入
の
急
変
に
よ
る
申
請
の
場
合
、

　

対
象
と
な
る
収
入
は
「
給
与
収
入
」

　
「
事
業
収
入
ま
た
は
不
動
産
収
入
」

　
「
年
金
収
入
」
と
な
り
ま
す
。

◆
支
給
日

　

申
請
受
付
後
、
順
次
支
給

※児童扶養手当を受給している　
方は、住民税の課税状況に関わら
ず、既に給付金を支給済みです。
（一部、申請が必要な方を除く。）

※必要な書類等の詳細やご自身が
支給要件に該当するかなど、ご不明
な点などについては、お気軽にご相
談ください。また、町ホームページ
にも掲載しておりますので、ご覧く
ださい。

非課税相当収入限度額世帯の人数

２人（例：夫(婦)＋子１人）
３人（例：夫婦＋子１人）
４人（例：夫婦＋子２人）
５人（例：夫婦＋子３人）
６人（例：夫婦＋子４人）
７人（例：夫婦＋子５人）

１，３80，０００円
１，６８3，999円
２，103，999円
２，503，999円
２，903，999円
３，303，999円

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

02

03

中学校卒業後のお子さん以外に、中学生以下のお子さんを養育
していますか？　( 令和３年４月分の児童手当を受給していますか？）

中学校卒業後のお子さんについて、令和３年４月
分の特別児童扶養手当を受給していますか？

支給要件を満たす場合、

申請が必要です！申請は不要です！

令和３年度住民税が非課税の場合、

※児童手当又は特別児童扶養手当の口座に振り込まれます。

令和３年度住民税が課税の場合


